
福島県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則 

平成１９年２月１日 

平成１９年福島県後期高齢者医療広域連合規則第１号 

最終改正：令和３年福島県後期高齢者医療広域連合規則第６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、福島県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例（平成１９年

福島県後期高齢者医療広域連合条例第４号）第２条の規定に基づき、福島県後期

高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）の事務の適正かつ能率的な遂

行を図るため、事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。 

（内部組織） 

第２条 広域連合長の事務局の内部組織は、次のとおりとする。 

 総務課 

 業務課 

  資格管理係 

  給付係 

  保健事業係 

 会計課 

（事務分掌） 

第３条 前条の内部組織の事務分掌は、次のとおりとする。ただし、広域連合長が

必要と認めるときは、分掌以外の事務を取り扱わせることができる。 

 総務課 

  (1) 広域連合規約及び広域計画に関すること。 

  (2) 条例、規則等に関すること。 

    (3) 組織及び人事に関すること。 

  (4) 文書及び公印に関すること。 

  (5) 予算その他の財務に関すること。 

  (6) 事務の総合調整・企画に関すること。 

    (7) 広報・公聴に関すること。 

(8) 広域連合長等の秘書に関すること。 

(9) 情報公開及び個人情報保護に関すること。 

(10) 議会、選挙管理委員会及び監査委員に関すること。 

(11) 関係市町村及び関係機関との連絡調整に関すること。 

(12) 事務局の庶務に関すること。 



 業務課 

  資格管理係 

  (1) 被保険者の資格の判定及び管理に関すること。 

  (2) 被保険者証等の交付に関すること。 

  (3) 一部負担金の徴収猶予及び減免に関すること。 

   (4) 保険料率の決定に関すること。 

   (5) 保険料の賦課に関すること。 

   (6) 保険料の徴収猶予及び減免に関すること。 

  給付係 

  (1) 後期高齢者医療給付の審査及び支払に関すること。 

  (2) 後期高齢者医療給付の制限に関すること。 

  (3) 診療報酬明細書等の審査及び点検に関すること。 

  (4) 一部負担金の差額等及び保険者間調整に関すること。 

  保健事業係 

  (1) 高齢者保健事業に関すること。 

  (2) 医療費適正化に関すること。 

 会計課 

  (1) 広域連合費の出納に関すること。 

  (2) 支出負担行為の確認に関すること。 

  (3) 支出命令の審査及び執行に関すること。 

(4) 現金、有価証券及び物品の出納及び保管に関すること。 

  (5) 小切手の振出に関すること。 

   (6) 現金及び財産の記録に関すること。 

   (7) 決算の調整に関すること。 

   (8) 指定金融機関に関すること。 

（職及び職務） 

第４条 広域連合長の事務局に、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 

職 職務 

局長 広域連合長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮

監督する。 

局次長 局長を補佐し、局の事務を整理する。 

課長 上司の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 



（その他の職） 

第５条 前条に規定する職を除くほか、広域連合長の事務局に必要に応じ、次の表

の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとす

る。 

職 職務 

係長 上司の命を受け、高度な事務を処理し、並びに担当する事務

を取りまとめ、及び整理する。 

主任企画調整官 上司の命を受け、担任の高度な保健事業に関する業務を処理

し、並びに担当する事務を取りまとめ、及び整理する。 

主任 上司の命を受け、特に指示された事務を処理し、並びに担当

する事務を取りまとめ、及び整理する。 

企画調整官 上司の命を受け、担任の保健事業に関する業務を処理し、並

びに担当する事務を取りまとめ、及び整理する。 

主査 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 

主任栄養技師 上司の命を受け、担任の栄養指導の業務を処理する。 

主任保健技師 上司の命を受け、担任の保健指導の業務を処理する。 

主任看護技師 上司の命を受け、担任の看護及び診療の補助の業務を処理す

る。 

副主査 上司の命を受け、高度な事務をつかさどる。 

副主任栄養技師 上司の命を受け、高度な栄養指導の業務をつかさどる。 

副主任保健技師 上司の命を受け、高度な保健指導の業務をつかさどる。 

副主任看護技師 上司の命を受け、高度な看護及び診療の補助の業務をつかさ

どる。 

主事 上司の命を受け、事務をつかさどる。 

栄養技師 上司の命を受け、栄養指導の業務をつかさどる。 

保健技師 上司の命を受け、保健指導の業務をつかさどる。 

看護技師 上司の命を受け、看護及び診療の補助の業務をつかさどる。 

准看護技師 上司の命を受け、看護の補助業務に従事する。 

主事補 上司の命を受け、事務の補助業務に従事する。 

（臨時又は特別の事務） 

第６条 広域連合長は、この規則で定める組織により処理することが困難又は不適

当な事務については、担当等を設置し、又は職員を指定して処理させることとす

る。 



（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、一般職の非常勤職員の事務分掌等に関し必

要な事項は、広域連合長が定める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年福島県後期高齢者医療広域連合規則第３号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年福島県後期高齢者医療広域連合規則第４号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年福島県後期高齢者医療広域連合規則第２号） 

 この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年福島県後期高齢者医療広域連合規則第１号）抄 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（福島県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則の一部改正） 

２ 福島県後期高齢者医療広域連合事務分掌規則（平成１９年福島県後期高齢者医

療広域連合規則第１号）の一部を次のように改正する。 

  第４条を次のように改める。 

 （職及び職務） 

 第４条 広域連合長の事務局に、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、

それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。 

職 職務 

局長 広域連合長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員

を指揮監督する。 

局次長 局長を補佐し、局の事務を整理する。 

課長 上司の命を受け、課の事務を処理し、所属職員を指揮監督

する。 

  第５条を次のように改める。 

（その他の職） 

 第５条 前条に規定する職を除くほか、広域連合長の事務局に必要に応じ、次の

表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおり

とする。 

職 職務 

係長 上司の命を受け、高度な事務を処理し、並びに担当する



事務を取りまとめ、及び整理する。 

主任企画調整官 上司の命を受け、担任の高度な保健事業に関する業務を

処理し、並びに担当する事務を取りまとめ、及び整理す

る。 

主任 上司の命を受け、特に指示された事務を処理し、並びに

担当する事務を取りまとめ、及び整理する。 

企画調整官 上司の命を受け、担任の保健事業に関する業務を処理

し、並びに担当する事務を取りまとめ、及び整理する。 

主査 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 

主任栄養技師 上司の命を受け、担任の栄養指導の業務を処理する。 

主任保健技師 上司の命を受け、担任の保健指導の業務を処理する。 

主任看護技師 上司の命を受け、担任の看護及び診療の補助の業務を処

理する。 

副主査 上司の命を受け、高度な事務をつかさどる。 

副主任栄養技師 上司の命を受け、高度な栄養指導の業務をつかさどる。 

副主任保健技師 上司の命を受け、高度な保健指導の業務をつかさどる。 

副主任看護技師 上司の命を受け、高度な看護及び診療の補助の業務をつ

かさどる。 

主事 上司の命を受け、事務をつかさどる。 

栄養技師 上司の命を受け、栄養指導の業務をつかさどる。 

保健技師 上司の命を受け、保健指導の業務をつかさどる。 

看護技師 上司の命を受け、看護及び診療の補助の業務をつかさど

る。 

准看護技師 上司の命を受け、看護の補助業務に従事する。 

主事補 上司の命を受け、事務の補助業務に従事する。 

第６条の次に次の１条を加える。 

（委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、一般職の非常勤職員の事務分掌等に関し

必要な事項は、広域連合長が定める。 

   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 


